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四

規
　
　
　
則

東
京
都
区
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
一
号

東
京
都
区
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
区
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

「
清
掃
施
設
整
備
事
業

二
十
年
以
内

三

年

以

内
」
を

「
清
掃
施
設
整
備
事
業

三
十
年
以
内

五

年

以

内
」
に

改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
区
市
町
村
振
興
基
金
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け

を
決
定
し
た
長
期
貸
付
の
貸
付
金
の
貸
付
期
間
及
び
据
置
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
七
号
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二　

処
分
年
月
日　

令
和
七
年
一
月
二
十
二
日　

三　

処
分
内
容　

	

業
務
の
全
部
の
停
止
三
十
日
間
（
令
和
七
年
二
月

六
日
か
ら
同
年
三
月
七
日
ま
で
）

四　

適
用
条
項　

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

商
号　
　
　
　

株
式
会
社
レ
ジ
ー
ア

二　

代
表
者
氏
名　

代
表
取
締
役　

飯
田　

章
仁

三　

主
た
る
事
務　

新
宿
区
新
宿
一
丁
目
九
番
四
号

　
　

所
の
所
在
地　

四　

免
許
証
番
号　

東
京
都
知
事
⑷
第
八
六
二
八
二
号

五　

免
許
年
月
日　

令
和
三
年
八
月
十
一
日

一　

商
号　
　
　
　

株
式
会
社
Ｅ
Ｓ
Ｐ

二　

代
表
者
氏
名　

代
表
取
締
役　

三
差　

崇

三　

主
た
る
事
務　

港
区
芝
大
門
二
丁
目
九
番
十
五
号
第
二
神
明
ビ

　
　

所
の
所
在
地　

ル
四
階

四　

免
許
証
番
号　

東
京
都
知
事
⑶
第
九
三
三
三
七
号

五　

免
許
年
月
日　

令
和
三
年
九
月
二
日

三　

施
行
地
区

荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
地
内

四　

事
務
所
の
所
在
地

荒
川
区
西
日
暮
里
五
丁
目
三
十
四
番
三
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

六　

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
の
ほ
か
、
施
行
地
区
内
の
組
合
が
適
当
と
認

め
る
場
所
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
官
報
に
掲
載

し
て
こ
れ
を
行
う
。

八　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
令
和
七
年
三
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｐ
Ｍ
Ｂ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役　

白
﨑　

正
純

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

渋
谷
区
猿
楽
町
七
番
十
二
号　

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｆ
Ｏ

Ｕ
Ｒ
Ｔ
Ｉ
Ｓ
〇
三
一

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑵
第
一
〇
二
八
八
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
年
東
京
都
告
示
第
千
六
十
四
号
東
京

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
四
・
四
・
六

号
二
子
玉
川
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
年
八
月
十
三
日
か
ら
令
和
十
二

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

変
更
な
し

使
用
の
部
分

　

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
五
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
西
日
暮
里
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

組
合
の
名
称

西
日
暮
里
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
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令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

立
花
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

墨
田
区
立
花
一
丁
目
二
十
七
番

高
層
耐
火　
　

四
二
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
一
戸

八
王
子
石
川
町
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

八
王
子
市
石
川
町
二
千
九
百
五
十

五
番
地

同
右　
　
　
　

同
右

一
戸

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

調
布
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
二
十
五
番

地

中
層
耐
火　
　

五
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

仙
川
ア
パ
ー
ト

（
10
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

五
三
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
一
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 勝どき六丁目アパート（１号棟） 中央区勝どき6-6 51.2 1 45,100 101,500

一般都営 高層耐火 南青山一丁目アパート（６号棟） 港区南青山1-3 40.7 2 39,900 218,000

一般都営 高層耐火 芝五丁目アパート（１号棟） 港区芝5-18 34.3 3 33,100 86,700

一般都営 高層耐火 芝五丁目アパート（２号棟） 港区芝5-18 42.2 2 40,900 94,700

一般都営 中層耐火 戸山ハイツアパート（１４号棟） 新宿区戸山2-14 38.3 1 32,000 77,000

一般都営 高層耐火 戸山ハイツアパート（３３号棟） 新宿区戸山2-33 40.1 2 33,800 89,200

一般都営 高層耐火 早稲田アパート（１号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 2 29,200 52,900

一般都営 高層耐火 文京真砂アパート（１４号棟） 文京区本郷4-15 35.8 1 30,500 67,900

一般都営 高層耐火 下谷一丁目アパート（１-２-１０号棟） 台東区下谷1-2 35.4 1 28,200 40,800

一般都営 高層耐火 江東橋四丁目アパート（１号棟） 墨田区江東橋4-30 43.9 1 33,100 64,300

一般都営 高層耐火 立花六丁目アパート（１号棟） 墨田区立花6-8 55.9 1 40,600 77,900

一般都営 高層耐火 立花六丁目アパート（２号棟） 墨田区立花6-8 55.9 2 40,600 77,900

一般都営 高層耐火 亀戸七丁目アパート（８号棟） 江東区亀戸7-57 34.3 1 27,700 51,300

一般都営 高層耐火 北砂六丁目アパート（１４号棟） 江東区北砂6-16 48.1 1 40,600 78,500

一般都営 中層耐火 辰巳一丁目アパート（４８号棟） 江東区辰巳1-9 33.4 1 26,100 52,600

一般都営 中層耐火 大島八丁目アパート（１号棟） 江東区大島8-42 33.7 1 25,700 32,800

一般都営 高層耐火 東陽三丁目アパート（２号棟） 江東区東陽3-22 34.4 1 27,900 38,600

一般都営 高層耐火 東雲一丁目アパート（１号棟） 江東区東雲1-7 34.3 4 27,600 53,800

一般都営 高層耐火 東雲一丁目アパート（２号棟） 江東区東雲1-8 37.9 1 30,300 54,000

一般都営 高層耐火 南砂四丁目アパート（１号棟） 江東区南砂4-4 37.9 1 30,700 53,700

一般都営 高層耐火 東雲二丁目アパート（４号棟） 江東区東雲2-4 51.2 2 42,500 89,000

一般都営 高層耐火 亀戸九丁目アパート（２号棟） 江東区亀戸9-33 51.2 1 42,600 72,000

一般都営 高層耐火 北品川アパート（１号棟） 品川区北品川1-5 41.6 1 36,000 85,500

一般都営 高層耐火 八潮五丁目アパート（４９号棟） 品川区八潮5-10 59.5 1 52,400 106,100

一般都営 中層耐火 碑文谷五丁目アパート（４号棟） 目黒区碑文谷5-16 55.9 1 47,600 112,500

一般都営 高層耐火 矢口二丁目アパート（１５号棟） 大田区矢口2-21 32.9 1 26,000 38,700

一般都営 高層耐火 矢口二丁目アパート（１６号棟） 大田区矢口2-21 36.5 1 28,800 41,400

一般都営 高層耐火 西糀谷二丁目アパート（２号棟） 大田区西糀谷2-23 42.2 2 34,200 66,000

一般都営 中層耐火 多摩川二丁目第２アパート（１９号棟） 大田区多摩川2-24 48.1 1 40,200 77,700

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（２号棟） 大田区大森東1-31 59.6 2 49,900 89,400

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（３号棟） 大田区大森東1-31 59.6 1 49,900 89,400

一般都営 高層耐火 大森東一丁目アパート（６号棟） 大田区大森東1-36 59.6 3 49,900 89,400

一般都営 中層耐火 新町二丁目アパート（２号棟） 世田谷区新町2-23 55.9 1 47,100 106,900

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 喜多見二丁目アパート（６号棟） 世田谷区喜多見2-10 55.9 1 43,900 75,500

一般都営 高層耐火 渋谷東二丁目第２アパート（３６号棟） 渋谷区東2-25 34.4 1 30,500 85,100

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（１号棟） 渋谷区広尾5-7 37.9 1 35,700 103,600

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（２-３号棟） 渋谷区広尾5-7 34.3 1 32,300 100,600

一般都営 高層耐火 広尾五丁目アパート（２-２号棟） 渋谷区広尾5-7 34.3 1 32,300 100,600

一般都営 高層耐火 南台二丁目アパート（３号棟） 中野区南台2-29 41.5 1 31,000 57,600

一般都営 中層耐火 方南二丁目アパート（１０号棟） 杉並区方南2-6 42.3 1 32,200 75,900

一般都営 高層耐火 赤羽西六丁目アパート（３号棟） 北区赤羽西6-3 43.9 1 34,400 51,800

一般都営 中層耐火 西ケ丘二丁目第２アパート（１０号棟） 北区西が丘2-16 51.0 1 41,000 77,700

一般都営 中層耐火 浮間二丁目アパート（４号棟） 北区浮間2-26 59.6 1 48,300 97,500

一般都営 高層耐火 王子本町アパート（１６号棟） 北区王子本町3-4 37.3 1 29,200 58,900

一般都営 中層耐火 王子本町第２アパート（３号棟） 北区王子本町3-9 33.4 1 25,400 55,600

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目アパート（１４号棟） 北区滝野川3-71 42.2 1 33,400 70,800

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１号棟） 北区滝野川3-79 36.1 1 28,000 48,500

一般都営 高層耐火 滝野川三丁目第２アパート（１６号棟） 北区滝野川3-80 37.3 1 29,600 50,800

一般都営 高層耐火 赤羽西五丁目アパート（１１号棟） 北区赤羽西5-7 40.6 1 31,900 51,600

一般都営 中層耐火 東日暮里一丁目アパート（１４号棟） 荒川区東日暮里1-17 36.4 1 25,900 37,800

一般都営 中層耐火 新河岸二丁目アパート（２号棟） 板橋区新河岸2-10 33.4 1 23,600 34,100

一般都営 中層耐火 前野町五丁目第３アパート（３号棟） 板橋区前野町5-18 55.9 1 43,100 86,400

一般都営 高層耐火 蓮根三丁目アパート（１号棟） 板橋区蓮根3-15 51.2 1 38,800 72,900

一般都営 中層耐火 練馬富士見台三丁目アパート（５号棟） 練馬区富士見台3-52 39.0 1 28,800 61,300

一般都営 中層耐火 練馬富士見台三丁目アパート（６号棟） 練馬区富士見台3-54 39.0 1 29,000 57,700

一般都営 中層耐火 石神井台七丁目第２アパート（３号棟） 練馬区石神井台7-21 51.0 1 39,900 83,200

一般都営 中層耐火 南田中アパート（７号棟） 練馬区南田中3-31 33.4 1 24,300 51,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（９号棟） 練馬区高野台1-1 37.0 1 26,700 54,900

一般都営 中層耐火 南田中アパート（１８号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営 中層耐火 南田中アパート（２４号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営 中層耐火 南田中アパート（２６号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営 中層耐火 南田中アパート（２８号棟） 練馬区南田中5-25 32.6 1 23,600 48,300

一般都営 中層耐火 南田中アパート（３３号棟） 練馬区石神井町1-1 36.4 1 26,800 56,700

一般都営 中層耐火 高野台一丁目アパート（１２号棟） 練馬区高野台1-1 41.7 2 31,100 76,700

一般都営 中層耐火 豊玉北三丁目アパート（１号棟） 練馬区豊玉北3-7 51.0 1 39,600 88,300

一般都営 中層耐火 伊興町第２アパート（２号棟） 足立区西竹の1-10 55.9 1 40,800 80,400
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種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 中層耐火 島根二丁目アパート（３号棟） 足立区島根2-29 36.4 1 24,900 45,300

一般都営 高層耐火 西保木間三丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間3-6 34.3 1 23,600 39,400

一般都営 中層耐火 西保木間三丁目アパート（７号棟） 足立区西保木間3-11 36.4 1 24,800 44,000

一般都営 中層耐火 西保木間三丁目アパート（８号棟） 足立区西保木間3-11 36.4 1 24,800 44,000

一般都営 中層耐火 西保木間三丁目アパート（１２号棟） 足立区西保木間3-12 39.0 1 27,200 40,600

一般都営 中層耐火 西保木間一丁目第２アパート（４号棟） 足立区西保木間1-3 55.9 1 40,800 78,100

一般都営 中層耐火 島根四丁目第２アパート（１号棟） 足立区島根4-29 59.6 1 43,700 85,400

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（５号棟） 足立区南花畑5-15 33.4 1 22,200 37,100

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（１０号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,800 44,100

一般都営 中層耐火 保木間第５アパート（１８号棟） 足立区南花畑5-15 37.3 1 24,700 41,400

一般都営 中層耐火 西保木間四丁目アパート（８号棟） 足立区西保木間4-3 33.4 1 22,500 39,400

一般都営 高層耐火 西保木間四丁目アパート（１６号棟） 足立区西保木間4-5 37.9 1 25,600 42,600

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（３号棟） 足立区千住元町34 33.6 1 23,300 33,300

一般都営 高層耐火 千住元町アパート（４号棟） 足立区千住元町34 33.6 1 22,900 33,300

一般都営 中層耐火 花畑第３アパート（１２号棟） 足立区南花畑4-11 35.7 1 24,300 44,100

一般都営 中層耐火 花畑第３アパート（１３号棟） 足立区南花畑4-11 35.7 1 24,300 44,100

一般都営 高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１３号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 2 28,100 46,900

一般都営 高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１４号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 1 28,100 46,900

一般都営 中層耐火 花畑第４アパート（２１号棟） 足立区花畑8-5 38.3 1 25,700 40,300

一般都営 中層耐火 花畑第５アパート（２号棟） 足立区花畑2-11 39.0 1 26,400 45,900

一般都営 中層耐火 舎人町アパート（１５号棟） 足立区舎人6-9 51.0 1 35,600 52,900

一般都営 高層耐火 舎人町アパート（１８号棟） 足立区舎人6-9 43.6 1 30,400 44,900

一般都営 中層耐火 竹の塚七丁目第２アパート（２号棟） 足立区竹の7-4 51.0 1 36,200 65,800

一般都営 中層耐火 竹の塚七丁目第２アパート（３号棟） 足立区竹の7-4 39.0 1 27,700 50,300

一般都営 高層耐火 足立加賀二丁目アパート（４号棟） 足立区加賀2-31 55.9 1 39,700 71,700

一般都営 中層耐火 青井三丁目第２アパート（４号棟） 足立区青井3-30 55.9 1 41,400 87,100

一般都営 高層耐火 青戸三丁目アパート（６号棟） 葛飾区青戸3-8 51.2 1 37,900 73,300

一般都営 中層耐火 白鳥三丁目アパート（１号棟） 葛飾区白鳥3-2 59.6 1 45,000 91,200

一般都営 高層耐火 葛飾新宿一丁目アパート（１号棟） 葛飾区新宿1-2 48.1 2 34,900 64,500

一般都営 中層耐火 亀有一丁目第２アパート（１号棟） 葛飾区亀有1-3 48.1 1 35,900 69,200

一般都営 中層耐火 柴又一丁目アパート（２号棟） 葛飾区柴又1-38 51.0 1 37,300 70,800

一般都営 中層耐火 堀切八丁目アパート（２号棟） 葛飾区堀切8-18 55.9 1 41,600 82,100

一般都営 高層耐火 西新小岩一丁目アパート（２号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 2 42,400 74,200

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営 高層耐火 西新小岩一丁目アパート（１号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 2 42,400 74,200

一般都営 中層耐火 西水元五丁目アパート（６号棟） 葛飾区西水元5-9 59.6 1 43,100 76,500

一般都営 高層耐火 平井一丁目アパート（１４号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営 中層耐火 平井七丁目第５アパート（３６号棟） 江戸川区平井7-25 42.3 1 31,900 51,400

一般都営 中層耐火 東小松川二丁目アパート（１号棟） 江戸川区東小松川3-21 39.0 1 28,900 42,600

一般都営 中層耐火 東小松川二丁目アパート（２号棟） 江戸川区東小松川3-21 42.3 1 31,400 46,200

一般都営 中層耐火 本一色町アパート（１号棟） 江戸川区本一色3-33 53.6 1 40,400 68,900

一般都営 高層耐火 清新町二丁目アパート（２号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,100 85,200

一般都営 高層耐火 清新町二丁目アパート（３号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,100 85,200

一般都営 中層耐火 羽衣町一丁目アパート（２号棟） 立川市羽衣町1-5 55.9 1 33,800 75,600

一般都営 中層耐火 立川錦町四丁目アパート（２２号棟） 立川市錦町4-8 55.9 1 34,600 84,600

一般都営 中層耐火 立川松中アパート（２４号棟） 立川市一番町5-8 33.4 1 15,900 30,200

一般都営 中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５８号棟） 立川市富士見町6-58 42.3 1 23,200 44,800

一般都営 高層耐火 調布くすのきアパート（７号棟） 調布市国領町8-1 51.2 1 30,300 78,100

一般都営 中層耐火 調布富士見町四丁目アパート（２号棟） 調布市富士見町4-14 62.1 1 37,500 91,300

一般都営 中層耐火 調布深大寺町アパート（１号棟） 調布市深大寺東町8-24 51.0 1 31,000 79,100

一般都営 中層耐火 染地三丁目アパート（２号棟） 調布市染地3-3 48.1 1 27,700 65,700

一般都営 中層耐火 日野平山アパート（４号棟） 日野市平山4-20 33.4 1 15,000 30,000

一般都営 中層耐火 東村山萩山町二丁目アパート（１号棟） 東村山市萩山町2-13 55.9 1 32,000 69,100

一般都営 中層耐火 田無南町三丁目アパート（３号棟） 西東京市南町3-23 60.5 1 38,400 94,100

一般都営 中層耐火 田無本町七丁目アパート（１２号棟） 西東京市田無町7-6 51.0 1 28,600 66,200

一般都営 中層耐火 保谷富士町一丁目第２アパート（２号棟） 西東京市富士町1-8 55.8 1 39,400 87,200

一般都営 中層耐火 狛江アパート（６号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営 中層耐火 狛江アパート（１６号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 18,000 45,800

一般都営 中層耐火 狛江アパート（５１号棟） 狛江市和泉本町4-7 51.0 1 29,500 65,400

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-４-２号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営 中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３-７-１号棟） 多摩市和田3-7 37.7 2 17,700 35,200
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四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

八
八
戸

　
　
　

三
七
、
六
〇
〇
円

　

八
四
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

　
　
　

三
八
、
二
〇
〇
円

　

八
五
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
戸

　
　
　

四
四
、
七
○
○
円

一
〇
〇
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
〇
戸

　
　
　

四
四
、
〇
〇
〇
円

　

九
九
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
戸

　
　
　

五
三
、
六
〇
〇
円

一
二
〇
、
三
〇
〇
円

天
沼
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
４
号
棟
）

杉
並
区
天
沼
二
丁
目
三
十
番

中
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

　
　
　

三
〇
、
四
〇
〇
円

一
三
一
、
四
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

　
　
　

四
二
、
一
〇
〇
円

一
八
一
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

同
右

同
右

　
　
　

同
右

一
八
二
、
一
〇
〇
円

天
沼
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

　
　
　

三
〇
、
四
〇
〇
円

一
二
七
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

　
　
　

三
五
、
五
〇
〇
円

一
四
九
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

　
　
　

四
二
、
一
〇
〇
円

一
七
六
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

同
右

四
戸

　
　
　

同
右

一
七
六
、
八
〇
〇
円

鹿
浜
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

足
立
区
鹿
浜
五
丁
目
二
十
四
番

高
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
七
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

九
〇
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

一
〇
七
、
三
〇
〇
円

鹿
浜
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
六
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
七
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

九
〇
、
二
〇
〇
円
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東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
四
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

一
〇
六
、
九
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
諏
訪
四
丁
目
団
地

（
２
号
棟
）

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
一
番
地

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
五
戸

　
　
　

二
六
、
六
〇
〇
円

　

八
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
一
、
〇
〇
〇
円

　

九
六
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

　
　
　

三
六
、
七
〇
〇
円

一
一
三
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
戸

　
　
　

四
四
、
三
〇
〇
円

一
三
六
、
九
〇
〇
円

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

立
花
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

墨
田
区
立
花
一
丁
目
二
十
七
番

高
層
耐
火　
　

四
〇
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
六
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
戸

第
３
江
古
田
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

中
野
区
江
古
田
四
丁
目
十
四
番

中
層
耐
火　
　

四
六
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

第
３
江
古
田
ア
パ
ー
ト

（
２
、
３
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
五
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

六
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
二
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

路
線
名　
　
　
　

都
道
世
田
谷
町
田
線

二　

指
定
す
る
区
間　

	

世
田
谷
区
世
田
谷
一
丁
目
九
十
二
番
一
地
先

か
ら
同
区
桜
三
丁
目
四
百
九
番
十
一
地
先
ま

で

三　

指
定
の
概
要　
　

別
図
表
示
の
と
お
り

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
六
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　
　
　

称

　
　

位　
　
　

置

　

区
画
数

天
沼
二
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

杉
並
区
天
沼
二
丁
目
三

十
番

八
区
画

上
石
神
井
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

練
馬
区
石
神
井
台
四
丁

目
五
番

一
一
七
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　
　
　

称

　
　

位　
　
　

置

　

区
画
数

東
糀
谷
六
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

大
田
区
東
糀
谷
六
丁
目

九
番

一
九
区
画

鹿
浜
五
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

足
立
区
鹿
浜
五
丁
目
二

十
四
番

二
区
画

諏
訪
四
丁
目
団
地
駐
車
場

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
一

番
地

二
三
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
八
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

使用料
（円、月額／戸）

改良 中層耐火 戸山ハイツアパート（２４号棟） 新宿区戸山2-24 33.7 1 28,700

改良 高層耐火 橋場二丁目アパート（１５号棟） 台東区橋場2-16 43.9 1 34,000

改良 高層耐火 立花一丁目アパート（６号棟） 墨田区立花1-27 40.6 1 28,800

改良 中層耐火 大島四丁目アパート（１号棟） 江東区大島4-21 42.3 1 35,100

改良 中層耐火 東砂七丁目アパート（６号棟） 江東区東砂7-13 32.6 1 25,200

改良 中層耐火 萩中一丁目アパート（１１号棟） 大田区萩中1-3 36.4 1 29,000

改良 中層耐火 常盤台一丁目アパート（１０号棟） 板橋区常盤台1-59 36.4 1 27,400

再開発 高層耐火 西大久保アパート（５号棟） 新宿区大久保3-9 43.9 1 37,300

再開発 高層耐火 白鬚東アパート（１５号棟） 墨田区堤通2-8 60.8 1 44,300
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11 令和7年1月31日（金曜日） （第18236号）東　京　都　公　報
◉
東
京
都
告
示
第
六
十
九
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

公　

園　

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
赤
塚
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
七
年
二
月
一

日

別
図 

東
京
都
立
赤
塚
公
園

区
域
変
更
略
図 

変
更
箇
所

板
橋
区
赤
塚
五
丁
目 

変
更
前
の
区
域

面
積

二
五
五
、
四
八
〇
・
四
〇

平
方
メ
ー
ト
ル 

追
加
区
域

面
積

六
、
九
六
二
・
五
七

平
方
メ
ー
ト
ル 

変
更
後
の
面
積

二
六
二
、
四
四
二
・
九
七

平
方
メ
ー
ト
ル 

高島平

二丁目

高島平

三丁目

高島平

四丁目

高島平

五丁目

三 園

一丁目

赤 塚

四丁目

赤 塚

五丁目

赤 塚

八丁目

大 門

四 葉

二丁目
徳 丸

八丁目

徳 丸

七丁目

Ｎ

板橋区
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◉
東
京
都
告
示
第
七
十
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
河
川
予
定
地
を
指
定
す
る
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
東

京
都
建
設
局
河
川
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

河
川
の
名
称

荒
川
水
系
一
級
河
川
白
子
川

二　

河
川
予
定
地
と
し
て
指
定
す
る
区
域

	

練
馬
区
大
泉
学
園
町
二
丁
目
二
千
八
十
五
番
一
か
ら
同
所
二
千

八
十
八
番
ま
で
（
次
の
略
図
に
表
示
し
た
箇
所
）
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略
図 荒

川
水
系
一
級
河
川
白
子
川
河
川
予
定
地
箇
所
図 

練
馬
区
大
泉
学
園
町
二
丁
目
地
内 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

河
川
予
定
地
指
定
区
域 

    

練馬区西大泉一丁目

練馬区西大泉三丁目

練馬区大泉学園

2085-1

733-3
733-2733-1

734-4

739-1
739-2

740-1

747-2

中島橋

案 内 図 

指定箇所

西大泉三丁目

西大泉一丁目

大泉学園二丁目

練馬区

東大泉四丁目

西大泉三丁目

大泉学園町二丁目

2085-1

2089-33

2089-16

2089-19

733-3
733-2733-1

734-4

739-1
739-2

740-1

747-2
750-2 750-3

中島橋

練馬区

西大泉一丁目
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軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名　
　

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

鈴
善
株
式

会
社

平
野　

励

中
央
区
日
本
橋
小
舟

町
一
番
十
二
号

令
和
六
年
十
二

月
三
十
一
日

都
市
計
画
河
川
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

東
京
都
市
計
画
河

川
事
業
第
八
号
善

福
寺
川

東
京
都
杉
並
区
西
荻

北
四
丁
目
及
び
西
荻

北
五
丁
目
、
上
荻
一

丁
目
、
上
荻
二
丁
目
、

上
荻
三
丁
目
及
び
上

令
和
七
年

一
月
二
十

二
日
関
東

地
方
整
備

局
告
示
第

第
三
建

設
事
務

所

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

告
　
　
　
示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
35号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
６
年
12月

13日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
７
年
１
月
31日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名

町
田
市
鶴
川
四
丁
目
19番
地
１
号

「
ゲ
ー
ム
ス
ポ
ッ
ト
チ
ャ
ノ
ン
」
　
森
　
正
興

２
　
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

公
　
　
　
告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名　
　

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

株
式
会
社

関
口
商
会

関
口　

浩

荒
川
区
西
尾
久
三
丁

目
十
九
番
一
号

令
和
六
年
十
二

月
三
十
一
日
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荻
四
丁
目
、
善
福
寺

一
丁
目
、
桃
井
四
丁

目
、
南
荻
窪
一
丁
目

及
び
南
荻
窪
四
丁
目
、

荻
窪
一
丁
目
、
荻
窪

二
丁
目
、
荻
窪
四
丁

目
及
び
荻
窪
五
丁
目
、

宮
前
二
丁
目
、
高
井

戸
東
四
丁
目
並
び
に

成
田
西
二
丁
目
及
び

成
田
西
三
丁
目
地
内

八
号
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印

刷
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